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博士課程前期においては、学士課程の基礎の上に立ち、国際的視野を備えた高度専門職業人の養

成という観点から、英語圏文化全般についての理解を深めるとともに、高度の英語運用能力の涵養

や個々の学生が英語学や英米文学・文化に関わる領域で専門知識を深めるため、特殊講義や演習な

どの授業科目を配置し、各々の研究上の関心を修士論文に結実させるように個別指導している。博

士課程後期においては、前期課程の教育内容を基にして、自立した研究者の養成という観点から、

研究対象を絞って研究を深め、最終的には博士論文の完成をめざし個別指導を徹底している。 

(d)独語学独文学専攻 

ドイツ語を大学に入学して初めて修めたことを考慮し、博士課程前期では学士課程の基礎の上に、

まずドイツ語読解力の増強をはかり、ドイツ語・ドイツ文学に関する基礎的知識を修得させること

を目標とし、語学・文学に関する特殊講義・演習などの授業科目を配置している。博士課程後期で

は、前期課程の教育内容を基にして、将来研究者として自立できるよう高度なドイツ語読解能力、

およびドイツ語・ドイツ文学研究能力を身につけられるよう特別研究、特論などを研究指導科目と

して配置し、個別的な指導を導入している。 

(e)仏語学仏文学専攻 

仏語学仏文学専攻は、現代 21 世紀のグローバリゼーションの流れのなかで、欧州連合（ＥＵ）

を牽引するフランス共和国を形成してきた人権や民主といった普遍的文化を、語学・文学・思想の

各分野で、修得させることを目標としている。前期課程では、学士課程のフランス語コミュニケー

ション能力の習得中心の学習を基礎に、より専門性の高いフランス語学・フランス文学の研究方法

の養成を課程編成の理念として、仏語学・仏文学の特殊講義、演習を開設している。後期課程では、

前期課程の教育内容を基にして学位取得に向けて個別指導を行っている。 

(f)社会・文化論専攻 

 社会・文化論専攻は前期課程（修士課程）のみ存在する。教育内容は、学士課程の基礎の上に、

平成 18年度より、社会学・文化人類学に加え、西洋哲学を参入させた。社会学では、社会調査や計

量・数理の専門的技法を身につけることを重視し、文化人類学では、日本文化をグローバルに理解

するために語学力に裏付けされたフィールドワークの専門的技法を重視し、西洋哲学においては古

典を理解するための基礎的語学力と緻密な思考力の涵養を重視している。全体として、母体となっ

ている人文学部文化学科と同じく、人間の社会と文化の総合的研究を重視している。授業科目は必

修科目として「社会文化基礎論」「人間社会研究法」「人間文化研究法」が置かれ、選択必修科目と

して分野ごとに演習および特講が置かれている。社会学を中心とした「人間社会」分野と、文化人

類学と西洋哲学を中心とする「人間文化」の 2分野に分かれ、学位論文（＝修士論文）の作成に至

るまで個別的・計画的な指導がなされている。演習担当の教員は、入学後 2カ月以内に入学時に提

出した「研究計画書」の修正と再提出を求め、3～4ヵ月に１度の頻度で研究の進捗状況を聞き取り

し、適切な指導方針を確立する。各年度に、修士論文の中間報告会を計 4回程度開催する。 

(g)教育・臨床心理専攻 

平成 16(2004)年度に完成した本専攻は、生涯学習社会での高度専門職業人の養成という社会的要

請に対応していくために、実践的指導力に富む学校教員の養成、臨床心理学分野での高度専門職業

人（「臨床心理士」）の養成、福祉・医療・地域教育分野における専門職員の職能向上（キャリア発

達）を目的として課程編成をしている。前期課程では、臨床心理分野は、「（財）日本臨床心理士資

格認定協会」指定大学院（一種）として、同協会が定めるカリキュラムおよび履修規則に沿った教
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他の専攻および学部の授業も履修できるようなカリキュラムの改正などを行い、大学院教育の基礎

部分を強化するとともに、大学院に進学する学生を増やす。③学生の海外への短期・長期の留学を

推進し、大学院担当教員にはたらきかけて教育研究内容の柔軟性と多様化・深化を進める。④学内・

学外の研究会を活用し、学生に口頭での研究報告をさせるとともに、機関誌などに論文を発表させ、

研究者としての実践・実績を積ませる。⑤課程博士にふさわしい者に対しては、積極的に学位請求

を勧めて学位を取得させ、自立した研究者としての社会的な地歩を固めさせるとともに、院生の研

究成果をふまえた就職先として、研究職に限定せず、広く専門職業人としての活動ができる職場を

想定させる。 

 

２． 修士課程・博士課程の教育内容・方法等 
【到達目標】 
本研究科の修士課程・博士課程の教育内容は、学部の課程との有機的な一貫性を重視することに

よって、統合的・総合的な視点から研究課題に取り組むシステムを目指している。以下述べる方法

によって、学生の研究意欲を高めて、業績を積ませ、研究成果を有する専門人として自立できる能

力を養うことを目指す。 
（１）教育課程等 
①大学院研究科の教育課程 
 【現状の説明】 
（研究科の教育課程と理念・目的等との関連、修士・博士課程の目的への適合性、研究科の教育内

容と学士課程の教育内容の関係、修士課程の教育内容と博士（後期）課程の教育内容の関係、博士

課程における入学から学位授与までの教育システム・プロセス） 
教育・臨床心理専攻を除き、全専攻ともそれぞれの分野に関連する基礎的素養を涵養すべき措置

は、制度上不十分であるが、全専攻とも前期課程では、学士課程で学修したものを基礎として、そ

の上に深い専門性を身につけ、高度な研究成果と専門性を要する職業に必要な能力を養成し、その

教育内容は後期課程の最終目的である学位論文作成につながるよう計画的な指導が行われている。

また後期課程では、前期課程の教育内容を基にして、さらに自立した研究能力と豊かな学識を養成

し、学位取得のための計画的な個別指導が一貫して行われている。学生の研究課題において専任教

員がカバーできない部分は、適切な他大学の教員に集中講義を依頼して補っている。       

(a)史学専攻 

博士課程前期・後期とも、学士課程と同じく、考古学・日本史・東洋史・西洋史の４専修にわか

れ、前期課程では史料講読（考古学方法論）・特講・演習を、後期課程では、特論・特研を設け、教

育上の目的を達成するとともに、学位論文の作成を進める者に対して指導計画を立てて指導をして

いる。 

(b)日本語日本文学専攻 

博士課程前期・後期ともに、中学・高等学校教員と日本語教員の育成と再教育、外国人留学生の

教育を高度に達成することを目的にしているため、学士課程や旧来の学問体系に配慮しつつ、日本

語・日本文学・比較文学および言語学を三つの柱として、特講、演習、特別研究、特論などの科目

を配置し、専門化と総合化に対応できるような課程編成となっている。 

(c) 英語学英米文学専攻 
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博士課程前期においては、学士課程の基礎の上に立ち、国際的視野を備えた高度専門職業人の養

成という観点から、英語圏文化全般についての理解を深めるとともに、高度の英語運用能力の涵養

や個々の学生が英語学や英米文学・文化に関わる領域で専門知識を深めるため、特殊講義や演習な

どの授業科目を配置し、各々の研究上の関心を修士論文に結実させるように個別指導している。博

士課程後期においては、前期課程の教育内容を基にして、自立した研究者の養成という観点から、

研究対象を絞って研究を深め、最終的には博士論文の完成をめざし個別指導を徹底している。 

(d)独語学独文学専攻 

ドイツ語を大学に入学して初めて修めたことを考慮し、博士課程前期では学士課程の基礎の上に、

まずドイツ語読解力の増強をはかり、ドイツ語・ドイツ文学に関する基礎的知識を修得させること

を目標とし、語学・文学に関する特殊講義・演習などの授業科目を配置している。博士課程後期で

は、前期課程の教育内容を基にして、将来研究者として自立できるよう高度なドイツ語読解能力、

およびドイツ語・ドイツ文学研究能力を身につけられるよう特別研究、特論などを研究指導科目と

して配置し、個別的な指導を導入している。 

(e)仏語学仏文学専攻 

仏語学仏文学専攻は、現代 21 世紀のグローバリゼーションの流れのなかで、欧州連合（ＥＵ）

を牽引するフランス共和国を形成してきた人権や民主といった普遍的文化を、語学・文学・思想の

各分野で、修得させることを目標としている。前期課程では、学士課程のフランス語コミュニケー

ション能力の習得中心の学習を基礎に、より専門性の高いフランス語学・フランス文学の研究方法

の養成を課程編成の理念として、仏語学・仏文学の特殊講義、演習を開設している。後期課程では、

前期課程の教育内容を基にして学位取得に向けて個別指導を行っている。 

(f)社会・文化論専攻 

 社会・文化論専攻は前期課程（修士課程）のみ存在する。教育内容は、学士課程の基礎の上に、

平成 18年度より、社会学・文化人類学に加え、西洋哲学を参入させた。社会学では、社会調査や計

量・数理の専門的技法を身につけることを重視し、文化人類学では、日本文化をグローバルに理解

するために語学力に裏付けされたフィールドワークの専門的技法を重視し、西洋哲学においては古

典を理解するための基礎的語学力と緻密な思考力の涵養を重視している。全体として、母体となっ

ている人文学部文化学科と同じく、人間の社会と文化の総合的研究を重視している。授業科目は必

修科目として「社会文化基礎論」「人間社会研究法」「人間文化研究法」が置かれ、選択必修科目と

して分野ごとに演習および特講が置かれている。社会学を中心とした「人間社会」分野と、文化人

類学と西洋哲学を中心とする「人間文化」の 2分野に分かれ、学位論文（＝修士論文）の作成に至

るまで個別的・計画的な指導がなされている。演習担当の教員は、入学後 2カ月以内に入学時に提

出した「研究計画書」の修正と再提出を求め、3～4ヵ月に１度の頻度で研究の進捗状況を聞き取り

し、適切な指導方針を確立する。各年度に、修士論文の中間報告会を計 4回程度開催する。 

(g)教育・臨床心理専攻 

平成 16(2004)年度に完成した本専攻は、生涯学習社会での高度専門職業人の養成という社会的要

請に対応していくために、実践的指導力に富む学校教員の養成、臨床心理学分野での高度専門職業

人（「臨床心理士」）の養成、福祉・医療・地域教育分野における専門職員の職能向上（キャリア発

達）を目的として課程編成をしている。前期課程では、臨床心理分野は、「（財）日本臨床心理士資

格認定協会」指定大学院（一種）として、同協会が定めるカリキュラムおよび履修規則に沿った教
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育内容にしており、教育分野は教育職員免許状（一種）所持者には全教科にわたる専修免許状の取

得を可能にしている。後期課程では、前期課程の教育内容・領域を基に、3 領域（教育実践学・教

育医療学・臨床心理学）からより特化したテーマで、学位論文の作成指導および実践指導を個別に

行っている。 

 また、本専攻は、独立専攻大学院であることから、学生の下位学位課程で学修した教育内容・領

域は多様であるが、本専攻における教育内容・レベルとの接続は、志願時の「研究計画書」および

入学試験成績による査定とともに、特に入学者の半数以上を占める社会人学生には現職能と学習・

研究目的との整合性を促すように授業内容・方法を工夫している。 

【点検・評価】 

 学部の教育課程との連携、各専攻の教育課程の連携が欠けているため、人文科学研究の基礎教育

が十分にできていないという問題はあるが、各専攻はそれぞれに工夫を凝らし、人材の育成に努め

ている。 

(a)史学専攻 

 教育内容に特段の問題はないと思われる。博士課程前期では深い専門性と広い視野を身につけ、

高度な研究成果と専門性を要する職業に必要な能力をつけ、教員をはじめとする有用な人材として

社会に進出する、あるいは後期課程に進んで自立した研究能力と豊かな学識を得て、最終的に学位

取得のための論文作成に取り組んでいる。問題は、院生研究組織「七隈史学会」での院生の会の運

営実務に関わる負担が過重であること、さらに博士課程前期に教員志望の院生が増え、必修である

修士論文を書くための強いモチベーションの維持が難しいこと、などである。 

(b)日本語日本文学専攻 

博士課程前期の教育内容によって、学生は順調に専門性を深め、基礎知識の幅を広げている。後

期課程に進む者はさらに自立した研究能力と豊かな学識を獲得し、最終的には学位取得のための個

別指導を受けて論文作成を行っている。前期課程を修了して高等学校の国語科教員になる者もあれ

ば、海外で日本語教員として活躍する者もあり、後期課程に進学して研究を続ける場合は、学位を

得て内外の大学や研究機関に就職する者がおり、留学生であれば母国の大学で教壇に立っている者

もある。その点では、本専攻の目標は達成されていると言える。ただし、従来見られた外国人留学

生と高等学校教諭の入学志願者は減尐傾向にあるばかりか、学位取得者でも研究教育職に就けない

場合が多く、問題がある。 

(c)英語学英米文学専攻 

博士課程前期においては、英語学・英文学・米文学の 3分野にわたってバランスのとれた授業科

目が開講されており、高度専門職業人の養成という点では、毎年一定数の中学・高校教員を社会に

送り出しており、十分に教育の実をあげていると言える。博士課程後期では、上記 3分野に多尐の

アンバランスが見られるが、学位論文を提出する者が増えつつある現状はよい動向である。 

(d)独語学独文学専攻 

 本専攻にとっての問題は、入学者があまりにも尐ないことである。教育内容が悪いのではなく、

学士課程の学生の大学院への進学を促すような、学部と大学院の連携が欠けていること、ドイツ語

およびドイツ文化が世界に果たしている役割が認識されていないことなどが問題である。 

(e)仏語学仏文学専攻 

本専攻の大学院担当教員は、語学と 17世紀から 20世紀までの文学・思想を専門としており、学
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(e)仏語学仏文学専攻 

 学部と大学院の連携をつけること。フランス語およびフランス文化が現代世界で果たしている役

割についての認知度を学内外において高めるよう努力する。さらに、院生に多様な思考の技術・方

法を身につけさせるために、また大学院への入学者数を増大させるために、担当教員の配置・授業

内容の再検討を行う。 

(f)社会・文化論専攻 

個々の学生の学力に応じたきめの細かい指導を徹底し、また正規の授業以外での「研究会」を頻

繁に開く。限られた時間のなかで、学位論文を仕上げる必要があるので、文献による先行研究の把

握を徹底させるとともに、インターネットを通じた情報の獲得方法も積極的に指導する。外国語の

習得のための短期留学を奨励し、フィールドワークに学生を参加させるための資金などの支援の獲

得を目指す。 

(g)教育・臨床心理専攻 

 夜間大学院であることなどの構造的な問題があるが、カリキュラムの柔軟化（過年度受講も含め

て可能な限り分野を越えた科目受講）、（兹担教員の増員による）設置授業科目増を図るなどして、

学生の学習目的への到達・学習内容の充実を支援していく。 

②授業形態と単位の関係 

【現状の説明】 
講義は 4単位（通年）、演習 4単位（通年）または 2単位（2年連続）で行い、非常勤講師による

集中講義などは 2単位の場合もある。単位計算は、大学院学則に基づき、講義、演習を 15時間から

30時間までの範囲で本研究科が定める授業時間により 1単位としている。学位論文の作成について

は、作成に必要な学修と成果を考慮して単位を定めている。 

【点検・評価】 

多くの授業科目が通年（4 単位）履修となっているため、学生が履修できる科目が限定され、幅

広い基礎教養を涵養する妨げとなっている。単位は学則に従って計算されており、妥当と思われる。 

【改革・改善策】 

セメスター制度を導入し、全専攻とも前期・後期とも講義を 2 単位とし、演習のみ通年ないし 2

年連続制として4または8単位とすることで、履修科目の内容と単位の取得を広範かつ柔軟にする。

この制度が平成 20年度から実施されるので、問題の多くが解消されることが期待される。 

③単位互換、単位認定等 

【現状の説明】 
全専攻とも、国内外の大学等との間での単位互換・単位認定等は、行っていない。 

【点検・評価】 

 実際には東アジアのいくつかの大学から大学院レベルでの交流の申し出が出ているし、国内の他

大学院との連携の必要性も言われているので、このままでよいとは思われないが、大学全体が単位

互換、認定を支援する姿勢が必要である。 

【改革・改善策】 

 将来の課題として検討する。 

④社会人学生・外国人留学生等への教育上の配慮 

【現状の説明】 
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至っていない。学生の授業評価アンケートは行っていない。  

【点検・評価】 
 本研究科においては、個々の学生に配慮して個別的に指導するのが基本方針である。同じ専攻内

でも、複数の教員が同じ学生を研究指導するという方法はとられていない。個別細分化した状況を

改善すべきかについては、教員の意見が分かれるところである。シラバスのＷｅｂ上での作成など

によって他大学からの入学者の増加が期待できるが、それによる教育指導上の効果については現段

階では明らかではない。年間授業計画・指導計画も、学生個々の資質や進捗状況に合わせて策定す

べきであるという意見が強い。また、学生数が尐ないために、学生の授業に対する反応は日常的に

把握でき、授業評価のアンケートの活用の必要がないという考えもみられる。 

【改革・改善策】 
 全専攻ともに、指導教員以外の教員と学生が接触する機会を増やし、研究のモチベーションを高

めるとともに、研究の幅を広げさせる必要がある。そのために、専攻の枠を超えた共通性の高い授

業科目の設置、学士課程の授業と連携した基礎授業プログラムの設置などのカリキュラムの改定を

検討することが肝要で、それに向けて専攻を越えた人文科学研究科全体で教育改善のための討論を

重ねていく。大学院入学希望者を増加させるために、シラバスの内容も充実させていく。 
 

（３）国内外における教育・研究交流 
【現状の説明】 
（国際化、国際交流の推進に関する基本方針、国際レベルでの教育研究交流を緊密化する措置） 
 研究科として国際化、国際交流に関する基本方針は定めていない。 
 福岡大学の文系大学院に属するすべての院生がその研究成果を公表することが出来るために、

『福岡大学大学院論集』という研究誌が年２回刊行されている。本研究科所属の院生の研究論文が

掲載されるこの論集は、国内外の研究機関および研究者にもその存在が知られ、教育研究交流の媒

体となっている。またほとんどの専攻が外国の研究教育機関とコンタクトをとり、留学生の受け入

れや派遣に努めている。 
 各専攻の国際レベルでの教育研究交流はつぎのとおりである。 
(a)史学専攻 

 本専攻には西洋史学・東洋史学・日本史学および考古学専修の学生がいることを前提に、国内外

の研究交流を盛んにする方針が立てられている。特に考古学専修では、今年から留学生に 2年間ア

シュラン国際奨学資金が貸与されることになっている。今年度下半期には 5カ月間長期研究員が滞

在する予定で、平成 17（2005）年度以降だけでも短期研究員は 10 人に達し、国外の大学院生との

交流も密である。その結果、平成 18年度には韓国東国大学校慶州キャンパスに自費で 1年間留学す

る院生があらわれた。また、韓国からの研究者を招聘し、日本でフィールド調査を行ってもらい、

本専攻の教員や学生との交流を進める準備が進め整えられつつある。 

(b)日本語日本文学専攻 

 研究対象は日本語と日本文学ではあるが、国際的観点から研究を行うことを奨励し、海外からの

留学生を受け入れて教育指導するだけでなく、本年度からは本学の留学奨学金制度の補助を受けて

院生１名が韓国に留学しており、国外での研鑽を積み、その成果を持ち帰って学位論文作成につな

がることを期待している。 

Ⅲ．学部・大学院 人文科学研究科 

 212 

(d)仏語学仏文学専攻 

博士課程前期については、留年する者はほとんどいない。学部学生時と比べると院生の知識と学

力は飛躍的に向上することからも、教育効果があることは認められる。しかし、博士課程後期への

進学者は途中で退学したりして、課程修了者はいない。その意味では、教育効果が十分とは言えな

い。 

(e)教育・臨床心理専攻 

 設置以来、各課程修了者（博士課程前期は平成 14年以降、博士課程後期は平成 17年度以降）の

進路は以下のとおりである。 

    学校教員（小中高）9人 ／専修免許状取得（現職学校教員）8人 

       大学等専任教員 19人 （うち臨床心理士資格取得者 3人） 

        現職（公務員・教員・心理士・保健師等）16人（同 2人） 

        臨床心理職（常勤・開業）13人（同 13人） 

      臨床心理職（非常勤）14人（同 10人） 

以上から、大学院教育の効果が現れていると判断する。本専攻に対する社会的ニーズは、ひとま

ず果たされている。 

②成績評価法 

【現状の説明】 

 全専攻とも、出席状況、平常の研究態度、授業への参加、レポートなどの課題の提出によって、

担当の教員が個別的に評価している。学位論文（修士および博士論文）の評価は指導教員のほかに

副査を置いて、他の教員の評価をも含めるように配慮している。定期試験は実施していない。また、

成績評価の基準として、研究課題を自ら発見し、研究の手順と方法と身につけ、結論に至るプロセ

スを体得できているかを重視している。 

(a)教育・臨床心理専攻 

セメスター制（2 学期制）をとり、半期ごとに出席状況、授業での発表内容（事例報告等）をも

とに評価している。 

【点検・評価】 

 成績評価法については、個々の教員が授業を通じて説明しているので、全専攻ともに院生の理解

が得られていると判断される。また思考力、分析力を中心として総合的な見地から評価しているの

で、従来の成績評価方法で妥当と考えられる。 

【改革・改善策】 

 成績評価は各担当教員によって公正・適切に行われており、特記することはない。 

③教育・研究指導の改善 
【現状の説明】 
（教育・研究指導方法改善の組織的取組み、シラバス、学生による授業評価、学生の満足度調査） 
 教員の教育・研究指導の方法改善を促進するための組織作りについては、各専攻内では個別細分

化した研究を総合する試みがなされているが、専攻を越える形ではなされていない。シラバスも今

年からネット上で作成・公開され、授業内容が明確となったが、年間の授業および指導計画が明示

されているわけではない。また、成績評価基準も必ずしも明示されてはいない。学生による大学院

全般に対する満足度調査は本年度から実施されているが、現段階ではその結果を分析して活かすに
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至っていない。学生の授業評価アンケートは行っていない。  

【点検・評価】 
 本研究科においては、個々の学生に配慮して個別的に指導するのが基本方針である。同じ専攻内

でも、複数の教員が同じ学生を研究指導するという方法はとられていない。個別細分化した状況を

改善すべきかについては、教員の意見が分かれるところである。シラバスのＷｅｂ上での作成など

によって他大学からの入学者の増加が期待できるが、それによる教育指導上の効果については現段

階では明らかではない。年間授業計画・指導計画も、学生個々の資質や進捗状況に合わせて策定す

べきであるという意見が強い。また、学生数が尐ないために、学生の授業に対する反応は日常的に

把握でき、授業評価のアンケートの活用の必要がないという考えもみられる。 

【改革・改善策】 
 全専攻ともに、指導教員以外の教員と学生が接触する機会を増やし、研究のモチベーションを高

めるとともに、研究の幅を広げさせる必要がある。そのために、専攻の枠を超えた共通性の高い授

業科目の設置、学士課程の授業と連携した基礎授業プログラムの設置などのカリキュラムの改定を

検討することが肝要で、それに向けて専攻を越えた人文科学研究科全体で教育改善のための討論を

重ねていく。大学院入学希望者を増加させるために、シラバスの内容も充実させていく。 
 

（３）国内外における教育・研究交流 
【現状の説明】 
（国際化、国際交流の推進に関する基本方針、国際レベルでの教育研究交流を緊密化する措置） 
 研究科として国際化、国際交流に関する基本方針は定めていない。 
 福岡大学の文系大学院に属するすべての院生がその研究成果を公表することが出来るために、

『福岡大学大学院論集』という研究誌が年２回刊行されている。本研究科所属の院生の研究論文が

掲載されるこの論集は、国内外の研究機関および研究者にもその存在が知られ、教育研究交流の媒

体となっている。またほとんどの専攻が外国の研究教育機関とコンタクトをとり、留学生の受け入

れや派遣に努めている。 
 各専攻の国際レベルでの教育研究交流はつぎのとおりである。 
(a)史学専攻 

 本専攻には西洋史学・東洋史学・日本史学および考古学専修の学生がいることを前提に、国内外

の研究交流を盛んにする方針が立てられている。特に考古学専修では、今年から留学生に 2年間ア

シュラン国際奨学資金が貸与されることになっている。今年度下半期には 5カ月間長期研究員が滞

在する予定で、平成 17（2005）年度以降だけでも短期研究員は 10 人に達し、国外の大学院生との

交流も密である。その結果、平成 18年度には韓国東国大学校慶州キャンパスに自費で 1年間留学す

る院生があらわれた。また、韓国からの研究者を招聘し、日本でフィールド調査を行ってもらい、

本専攻の教員や学生との交流を進める準備が進め整えられつつある。 

(b)日本語日本文学専攻 

 研究対象は日本語と日本文学ではあるが、国際的観点から研究を行うことを奨励し、海外からの

留学生を受け入れて教育指導するだけでなく、本年度からは本学の留学奨学金制度の補助を受けて

院生１名が韓国に留学しており、国外での研鑽を積み、その成果を持ち帰って学位論文作成につな

がることを期待している。 
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(c)英語学英米文学専攻 

本専攻の研究において留学は多大な成果をもたらすものであるので、積極的に学生に留学を勧め

ている。学位取得を目的として英米を中心に海外留学をする学生が数年おきにみられる。帰国後こ

れらの学生は、本専攻での研究活動の中心的な役割を果たしている。 

(d)独語学独文学専攻 

 国際化は必至と考え、従来からその努力をしている。ドイツ語に堪能な外国人留学生が入学し、

院生全体に刺激を与えている。 

(e)教育・臨床心理専攻 

国内外の教育研究交流を活性化する必要を感じて本専攻独自のホームページの開設をし、臨床心

理分野の学生の研究活動の公表媒体として、臨床心理センター紀要『福岡大学臨床心理学研究』（年

報）を発行している。 

【点検・評価】 
 海外の大学院との学生および教員の交流は十分であるとは言えない。国内の研究教育機関との交

流は確実に増大している。 

(a)日本語日本文学専攻 

 本学人文学部の当該学科と連携して「福岡大学日本語日本文学会」を設立し、同学会誌として「日

本語日本文学」を毎年発刊して院生の論文を掲載している。この学会誌は全国の関係する研究所お

よび大学約 200箇所に発送され、全国レベルの評価を受ける論文も出ている。 

(b)英語学英米文学専攻 

学外での口頭研究発表は一応評価できる水準にあるが、学外の専門誌への投稿・執筆という点で

はまだ不十分である。平成 18～19年度に中国から文部科学省国費留学生を受け入れたことは、海外

との教育研究交流の面でも有意義であった。平成 19年度前期にフルブライト交換教授（ニューヨー

ク州立大学准教授）に本専攻の授業の担当を得たのも、同じく有意義であった。問題点は、国内外

における教育研究交流の規模がいまだ小さく、散発的であることである。 

(c)教育・臨床心理専攻 

国内外の教育研究交流のために必要な教員数がまだ確保出来ていないので、ホームページ更新や

紀要の編集・発行が滞りがちである。臨床心理分野にはすでに紀要があるが、教育分野では紀要発

刊がいまだ実現していない。 

【改革・改善策】 
 海外の研究教育機関との交流の発展の積極的支援策を全学の枠で探る。 

(a)英語学英米文学専攻 

 国内外に向かって本専攻の存在をピーアールし、外部の血を取り込んで教育研究活動の活性化を

図る。非常勤講師・学外講師の（学外からの）受け入れや（学外への）派遣を通して、本学学生・

教員ともに学外との接点を広げていく。 

(b)教育・臨床心理専攻 

学生からも紀要編集委員を出すなどして、定期的なホームページ更新、教育・臨床心理両分野の

紀要発行を実現する。 
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（６）科目等履修生、研究生等 
【現状の説明】 
 本研究科の場合、科目履修生や研究生については、本人と面接する、簡単なテストを行うなどし

て、積極的に受け入れるようにしている。他大学からの後期課程に受験する学生や社会人および外

国人留学生の場合、指導教授などの研究方法などが自分にとって合致するかどうかを判断してもら

うため、科目等履修生になるよう指導している。また、博士課程前期を修了して博士課程後期に進

む間にしばらく研究生として修学するケース、課程博士取得後さらに研究を深めるために研究生と

なるケースも見られる。 

教育・臨床心理専攻では、研究生は、教員の負担や施設・設備条件等の制限のために、原則とし

て、本専攻修了者（後期満期退学者を含む）に限り受け入れることにしている。科目等履修生や外

国人留学生の受入れは学内では制度化されたが、本専攻では目下のところ対応できていない。  

【点検・評価】 
 全専攻を通じての共通の受入れ基準はない。受入れの判断は個々の専攻と指導教員に任されてお

り、それぞれの研究目的に応じて柔軟に対応している。 
【改革・改善策】 
教育・臨床心理専攻では、科目等履修生の受入れに関して、夜間大学院に設置の授業科目を履修

する必然性、教員の負担、授業内容および学生管理等から受入れの妥当性を具体的に検討し、本専

攻としての明確な態度を示す。 

 
（７）外国人留学生の受け入れ 
【現状の説明】 
 本研究科開設以来、外国人留学生をつねに受け入れてきている。 

 入学試験は日本語能力のほかに、専門の基礎知識を問い、論文作成能力と研究調査能力を重視し

ている。入学の意志はあるが学力が伴わない場合、学部の研究生となって学士課程の授業を受けな

がら論文を作成し、その論文を大学院入試の願書提出の際に提出させるようにしている。このよう

な入学前指導によって、他の院生との学力の差がある程度まで埋められている。 

【点検・評価】 
 受入れのシステム上の問題はないが、外国人留学生の志願者数は減尐してきている。 

【改革・改善策】 
 外国人留学生の志願者を増加させるために、ホームページの充実だけでなく、大学院レベルでの

国際交流を深めることとする。 

 
（８）定員管理 
【現状の説明】 
 教育・臨床心理専攻の収容定員充足率は高い（前期課程117％、後期課程133％）が、他の専攻で

は史学専攻（156％、58％）、日本語日本文学専攻（58％、50％）、英語学英米文学専攻（42％、33％）、

独語学独文学専攻（0％、17％）、仏語学仏文学専攻（0％、0％）、社会・文化論専攻（前期課程のみ

75％）となっている。（「大学基礎データ」表18） 
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法学部 
 
１．学部等の理念・目的および教育目標 

 （１）理念・目的等 
【現状の説明】 
（理念・目的等の適切性） 
 本学部法律学科は、昭和 34（1959）年に発足し、昭和 45 年に経営法学科を増設して、現在の 2

学科体制に至っている。他大学の伝統的な法学部同様に法曹、準法曹、公務員等の法律専門職の養

成を目的とするとともに、企業実務に活かされる法学教育をも指向してきた。特に、経営法学科は、

地元企業経営者等の育成を念頭に必要な法律知識とともに経営・経済学等の専門知識をも修得でき

る学科として特色がある。このような学科構成の下で、進路の多様化への対応や教育成果の向上を

目的に、カリキュラムの改正とその効果的運用を進め、コース制の採用とその改善を図ってきた。 

 本学法科大学院の開設（平成 16年）にさいして法学部教育のあり方の再検討がなされた。本法学

部は、従来の法学部教育の目的を引き続き堅持し、各種人材養成に果たすべき役割を担うことを教

育目的とする。具体的には、法律学科においては、法曹教育の基盤となる法的基礎能力の優れた法

科大学院進学者、法的資質の高い法律専門職業人（いわゆるパラリーガル職）、一般行政職や専門行

政職担当者、法的素養のある企業実務担当者、政治活動・社会福祉・マスコミ等の分野で地域的に

活躍する専門家等の人材養成を、経営法学科においては、企業経営や国際ビジネスで活躍できる法

的能力の高い人材養成を目標としている。 

これら目標の基盤として、近代から現代へと発展してきた法の理念（人権の確立や国家・社会の

役割の認識等）に則した法的価値体系を内面化し、法律制度・施行システムの基礎知識と法的思考

方法の操作能力、問題解決への創造的思考力やバランス感覚に富む価値判断力とその説得的説明能

力の獲得、すなわち「法的思考力（リーガル・マインド）」の涵養を本学部の教育理念としている。 

（理念・目的等の周知の方法） 

 この理念・目標等については、学部事業計画として明らかにするとともに、「法学部ホームページ」

において概要を公表している。また、在学生へは、学修ガイドにおいて「理念と目標」を明確に提

示し、新入生ガイダンス等でも周知している。本学及び本学部入学希望者には、大学案内や学部別

入学案内等で理念・目標等の主旨を紹介し、オープンキャンパス等機会あるごとに言及している。 
【点検・評価】 
 法科大学院開設準備にさいし、法学部のあり方が強く認識された。当時の学部教授会で論議がな

され、共通認識を得たことは学部アイデンティティの形成に寄与している。理念・目標等に基づき

カリキュラム、導入教育、進路別教育の効果的遂行が議論されており、教育上の創意・工夫の基盤

として有用である。各学科のあり方と相違点の明確化について、目標等による差別化の認識が高ま

っており、法科大学院開設後 3年を経過した現状分析の上に、学科別目標の再評価が必要である。 
 周知方法については、その機会を増すよう努めている。学部ホームページでの公表による周知方

法は、簡便かつ効果的な方法となっている。これに対して、在学生への周知方法、新入生ガイダン

スや導入プログラムでの提示はその効果が判然としない。 
【改革・改善策】 
 学部将来構想委員会を設置し、学部のあり方、現在の問題点、将来的改革の構想等を検討してい
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（１）施設・設備 

①施設・設備等 

【現状の説明】 

（施設・設備等諸条件の整備状況、大学院専用施設･設備の整備状況） 

 大学院の施設・設備等については、前項の経常的な研究条件の整備の項を参照されたい。 

②夜間大学院などの施設・設備等 

【現状の説明】 

 本研究科において夜間大学院を置いているのは教育・臨床心理専攻のみである。施設・設備の状

況は安全性・使い勝手などの点で決してよくない。 

【点検・評価】 

 安全管理の面と教育研究の必要性とのバランスは、現在の施設では難しい。 

【改革・改善策】 

 教育・臨床心理専攻の教育・研究目的を達成するにふさわしい施設・設備のあり方を検討し、施

設の一層の充実をはかり、あわせて夜間大学院の新たな発展方向を慎重に探る。 
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